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金融機関は、金融の基本原則に忠実であることによって、自己本位の独善に陥っ

ているのではないか、金融庁のいう顧客本位とは、その独善の迷妄からの覚醒で

はないのか。 

 

単名のころがし、略してタンコロです。銀行等の手形貸付は、債務者を振出人、銀行等

を受取人とする約束手形を担保に徴求する手法ですが、この手形は、債務者が一名なの

で、単名手形、略して単名と呼ばれていて、ころがしとは、手形の期日、即ち、融資の弁済

期日が到来するごとに、期日を書替えて、弁済を先に繰り延べることを意味しています。 

このタンコロについては、古くから多くの議論がなされていて、かつては、金融庁の検査

における指摘事項になったこともあります。いうまでもなく、論点は、期日に弁済されていな

い以上、正当な融資とはいえないというものです。 

  

顧客の利便性のために、弁済して再び借り直す手間を省いただけではないのです

か。 

  

手形貸付は、運転資金を供給するための短期融資の簡易な方法として、使われるもの

です。企業にとって、企業活動が継続している限り、運転資金に対する需要は、経営状況

によって増減はするものの、経常的に存続する、即ち、企業が期限の定めなく継続する事

業体であるのならば、経常運転資金も期限の定めなく存続するので、それに対応している

手形貸付も期限の定めなく存続する、これがタンコロの本質なのです。 

ここで重要なのは、第一に、期限について有期と無期との区別があり、有期について短

期と長期の区別があって、タンコロは、短期を長期にすることではなく、有期を無期にする

ことであること、第二に、資金使途の性格に適合するように資金供給するのが真の金融で

あることからすれば、タンコロは、顧客の利益に適う論理的に正しい手法だということで

す。 

 

無期ならば、融資ではなくて、出資ではないでしょうか。 

  

かつての金融庁の論点は、融資として取り扱うのならば、期日に弁済されるべきだから、
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タンコロは不健全な融資であり、弁済されないで無限に書替えがなされるのならば、純粋

な融資ではなくて、出資に準じて、資本性のある融資として取り扱うべきだということでしょ

う。 

しかし、より重要なことは、使途との適合性であって、資本は不確実性の大きな資金使

途に対して用いられる手法であるのに対して、運転資金は、付随する不確実性が小さい

のですから、融資が適合しているわけであって、タンコロとは、運転資金が出金と入金を繰

り返して回転している実態に対して、弁済と新規融資の回転を適合させるべきところ、手続

きを省略して、簡易に済ませているだけのことなのです。 

  

金融庁の論点として、漫然と書替えることの問題性もあるのではないでしょうか。 

  

運転資金の増減は、企業の経営状況の変動を如実に反映します。運転資金が減少し

ていくことは、資金回収を早める経営努力の結果でない限り、業況の縮小を意味し、運転

資金が増加していくことは、業況の拡大がない限り、在庫の増加による可能性があって、

むしろ業況悪化の兆候である場合が多いでしょう。 

本来は、銀行等には、書替えに際して、顧客の業況の変化を分析し、必要な支援を行う

ことや、融資条件の変更を行うことで、与信判断を常に最新のものに更新していくことが求

められているわけですが、次第に、それが形式に堕していくことは避けられないわけで、金

融庁が問題にしたのは、漫然と書替えを継続している実態であったと考えられます。 

  

現金による弁済は、金融規律の維持にとって、不可欠ではありませんか。 

  

融資には期日があり、その期日が厳格に守られることは、金融規律の基本です。そして、

規律なき金融はあり得ないのですから、期日が到来すれば、債務者は、弁済の事実を明

確に示すために、必ず現金で弁済しなければならない、これは不変不動の原則なのだと

考えられます。タンコロは、この原則に反しているために、かつて金融庁が疑念を抱いた

だけでなく、銀行等の当事者にも、おそらくは、後ろめたい感じを与えるのでしょう。 

 

顧客の利便性よりも、経営の原則を優先させるのは、顧客本位に反するということ

でしょうか。 

  

現金による弁済は、金融の大原則とはいっても、金融規律を維持するための別の方法
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もあり得るのですから、見方を変えれば、融通の利かない頑迷固陋な思い込みにすぎな

い可能性もあるわけです。それにもかかわらず、顧客の利便性を高めるための健全なタン

コロに対して、否定的な見解を抱くのは、顧客本位に反しているといえます。 

実は、かつての金融庁は、金融機関に対して、金融の基本原則の徹底を求めていたた

めに、タンコロに否定的だったのですが、現在の金融庁は、行政方針を抜本的に転換させ

て、顧客本位の徹底を求めるようになったので、タンコロに関する見解も大きく変化させて

いるはずなのです。 

そこで、金融機関としては、顧客の利益の視点で、例えば、タンコロにおいても金融規律

が徹底される仕組みを考えるなど、業務運営を抜本的に変えていかなくてはならないので

すが、金融の現場から遠いところにいて手足を動かしていない金融庁にとっては、頭の転

換は容易でも、金融機関にとっては、体に染みついた行動様式の転換は容易ではないと

いうことです。 

  

金融機関には、他にも多くの思い込みがあって、顧客本位の徹底を妨げているの

でしょうか。 

  

顧客の資金需要に対して融資をする、これは自明の原則です。しかし、企業の資金需

要が旺盛だった経済成長期には、銀行等は、この原則に忠実に従うことで、いとも簡単に

経営できたのですが、経済の成熟が著しく進行し、自然な資金需要が大きく後退した現在

においては、逆に、この原則に従うことは、経営の行き詰りの原因になっているわけです。 

そこで、金融庁は、顧客本位の名のもとで、銀行等に対して、顧客の利益の視点におけ

る業務運営の改革を促すに至ったのです。つまり、顧客の視点で融資の目的の見直しを

行うとき、企業経営にとっては、資本効率を高めるための技法として、個人の生活にとって

は、家計を合理化させる道具として、新たな機能が発見されて、そこに、従来とは異なった

資金需要が創造されるはずだということです。金融庁は、こうした経営戦略の転換を持続

可能なビジネスモデルの構築と呼んでいます。 

  

顧客の弁済能力の評価に基づく融資という原則についても、同じことがいえます

か。 

  

金融庁は、かねてより、事業性評価に基づく融資という表現のもとで、銀行等に対して、

融資実行時の静態的な弁済能力を重点的に評価することに再考を促し、将来の動態的な
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弁済能力に着目するように要請していて、融資時の審査における基本原則の転換を求め

てきたわけです。ここには、当然に、銀行等は顧客の弁済能力を高めるように経営支援す

ることが含意されていますから、これが顧客本位の徹底であることは明らかなのです。 

 

金融庁のいう資産形成も、投資信託の販売の原則を変えるものですね。 

  

金融機関の投資信託の販売においては、顧客の使途の決まっていない手元資金を対

象にするのが原則でした。これでは、長期的な投資というよりも、短期的な投機の提案に

堕していくのは当然で、そのことが結果的に顧客の利益に反した事態を生み、投資信託の

健全な発展を阻害してきたのです。 

それに対して、金融庁は、投資信託に資産形成の道具という重要な金融機能を認めて、

更に、資産形成の目的の代表例として、老後の豊かな生活のための原資の形成を掲げて

います。つまり、金融庁のいう顧客本位とは、金融機関に対して、将来の決められた使途

に向けた計画的な資産形成を提案し、投資信託からの投機の要素の排除を求めることな

のです。 

ここで重要なことは、投資信託の健全な発展は、金融機関の大きな利益になることであ

って、ここでも、金融庁は、顧客本位の徹底と持続可能なビジネスモデルの構築を一体化

させているのです。しかし、現状、主要な金融機関において、こうした金融庁の路線にそっ

た抜本的な発想の転換ができているところはなく、投資信託の販売実態が旧来のままで

あるのは、とても嘆かわしいことです。 

 

顧客の側にも、投資と投機を混同する思い込みがあるからではないでしょうか。 

  

事業経営の基本は、顧客の思い込みと自分自身の思い込みが一致しているところに事

業停滞の原因があるとき、自己変革によって自分自身の思い込みを打破し、自己の行動

様式を革新し、それを顧客の意識と行動様式の転換につなげて、新たな需要を創造する

ことです。つまり、金融機関は、顧客本位を徹底する前提として、自己改革を徹底しなけれ

ばならないのです。 


